
（様式３−２） 
 提 案 書 評 価 要 領 

（１）技術者評価基準 

評価の着目点 
評  価 

Ａ Ｂ Ｃ 
資格要件 技術者資格 技術者資格、そ

の専門分野の
内容 

技術士資格（建設部
門の都市及び地方計
画）又は、一級建築
士を有する 

ＲＣＣＭ（都市
計画及び地方計
画）又は、二級
建築士を有する 

左に該当しない 
（管理・照査技術
者の場合、特定し
ない） 

専門技術力 業 務 執 行 技
術力 

平成 22 年 4 月
1 日から公告
日までに完了
した同種又は
類似業務の実
績の内容 

同種業務の実績があ
る 

類似業務の実績
がある 

同種又は類似業務
の実績がない 
（管理・照査技術
者の場合、特定し
ない） 

専任性 
※照査技術
者には適用
しない 

専任性 手持ち業務金
額 及 び 件 数
（500 万円以
上のもので特
定後未契約の
ものを含む） 

０件 左右に該当しな
い 

全ての手持ち業務
の契約金額合計が
３億円以上又は手
持ち業務の件数が
10 件以上（担当技
術者の場合は５件
以上） 
（特定しない） 

情報収集力 
※照査技術
者には適用
しない 

地域精通度 平成 22 年 4 月
1 日から公告
日までに完了
した佐賀県内
の同種又は類
似の業務実績
の有無 

佐賀県内において同
種又は類似の業務実
績がある 

− 左に該当しない 

実施体制 実施体制 担当技術者の
配置予定人数 

担当技術者を３名配
置している。 

担当技術者を 
２名配置してい
る。 

担当技術者を 
１ 名 配 置 し て い
る。 

ヒアリング 専門技術力 専門技術力の
確認 

実績として挙げた業
務の担当分野に、中
心的・主体的に参画
したことが確認でき
る 

左右に該当しな
い 

実績として挙げた
業 務 の 担 当 分 野
に、中心的・主体
的に参画したこと
が確認できない 

コ ミ ュ ニ ケ
ーション力 

質問に対する
応答性 

質問に対する応答が
明快かつ迅速 

左右に該当しな
い 

質問に対する応答
が難解であり、緩
慢 

取組姿勢 業務への取組
意欲 

業務への取組意欲が
旺盛かつ適切な質
問、意欲表明あり 

左右に該当しな
い 

業務への取組意欲
がない 



提 案 書 評 価 要 領 
（２）提案内容評価基準 

評価項目 評価の着目点 
評  価 

Ａ Ｂ Ｃ 
実施方針・実施フ
ロー・工程表 

業務の理解度 目的、条件、内容が簡
潔に表現されている 

左右に該当しない 目的、条件、内容が簡
潔さに欠ける 

業務の実施手順 業務実施手順が妥当 左右に該当しない 業務実施手順に矛盾
がある 

業務量の把握が適切 左右に該当しない 業務量の把握が不適
切 

特定テーマに対
する技術提案 

的確性 地形、環境、地域特性
などの与条件に整合
する 

左右に該当しない 与条件との整合が十
分でない 

必要な項目が網羅さ
れている 

左右に該当しない 必要な項目が全く示
されていない 

事業の重要度を考慮
した提案となってい
る 

左右に該当しない 事業の重要度に対し
て提案内容が不釣り
合い 

実現性 提案内容に説得力が
ある 

左右に該当しない 提案内容が荒唐無稽
である 

提案内容を裏付ける
類似実績などが明示
されている 

左右に該当しない 提案内容の裏付けが
明らかでない 

利用しようとする計
画・資料が適切 

左右に該当しない 利用しようとする計
画・資料が不適切 

独創性 住宅・福祉分野の専門
的知見に基づく前例
のない提案である 

左右に該当しない マニュアルなどに準
拠した内容に終始し
ている 

周辺・異分野の取組み
を援用した、高度の検
討の提案である 

左右に該当しない 一般的な検討のみで
提案に工夫が見られ
ない 

参考見積 − 提案内容に相応し
い見積りとなって
いる 

提示した業務規模と
大きくかけ離れてい
るか、又は、提案内容
に対して見積りが不
適切 
（特定しない） 

（３）その他 
   ・担当技術者が複数人の場合は、平均点で評価する。 
   ・評価基準ごとの各審査委員の評価の総計の合計点を踏まえ、審査委員会の意見を聴収し、最終 

的に審査委員会の委員長が最優秀提案者を決定する。 
なお、最優秀提案者として決定する者は、合計点が６割以上に達していることを条件とする。 


